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道 人 事 委 員 会 規 則

　へき地手当に関する規則等の一部を改正する等の規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1360
　　　へき地手当に関する規則等の一部を改正する等の規則
　（へき地手当に関する規則の一部改正）
第 １条　へき地手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－98）の一部を次のように改正
する。
　　附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。
　（単身赴任手当に関する規則の一部改正）
第 ２条　単身赴任手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－754）の一部を次のように
改正する。
　　附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。

　（地域手当に関する規則の一部改正）
第 ３条　地域手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－1107）の一部を次のように改正
する。

　　附則第２項及び第３項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。
　（外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員の処遇に関する規則の一部改正）
第 ４条　外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員の処遇に関する規則（北海道
人事委員会規則16－０）の一部を次のように改正する。

　 　第３条第３項中「次に定めるところによる」を「一般の派遣職員が、北海道職員の給与
に関する条例（昭和27年北海道条例第75号。以下「道職員給与条例」という。）第５条第
４項、北海道学校職員の給与に関する条例（昭和27年北海道条例第78号。以下「学校職員
給与条例」という。）第６条第４項（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の
給与に関する条例（昭和27年北海道条例第79号。以下「市町村立学校職員給与条例」とい
う。）第２条第２項において準用する場合を含む。）又は北海道地方警察職員の給与に関
する条例（昭和29年北海道条例第34号。以下「警察職員給与条例」という。）第６条第４
項の規定により標準号俸数（道職員給与条例第５条第５項、学校職員給与条例第６条第５
項（市町村立学校職員給与条例第２条第２項において準用する場合を含む。）及び警察職
員給与条例第６条第５項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣
職員に係る標準となる号俸数をいう。）を昇給するものとし、給与の支給に関する規則（北
海道人事委員会規則７－280）第29条の８第１項第３号に掲げる職員であるものとする」
に改め、同項各号を削る。

　（平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則等の廃止）
第５条　次に掲げる規則は、廃止する。
　⑴ 　平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則（北海道人事

委員会規則７－1094）
　⑵ 　職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関

する規則（北海道人事委員会規則７－1100）
　⑶　給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７－1101）
　⑷　平成27年給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７－1293）
　⑸ 　平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則（北海道人事委

員会規則７－1310）
　⑹ 　平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則（北海道人事委員会

規則７－1328）
　⑺ 　平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則（北海道人事委員会

規則７－1354）
　　　附　則
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　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1361
　　　給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
　給料の調整額に関する規則（北海道人事委員会規則７－188）の一部を次のように改正す
る。
　別表第１向陽学院及び大沼学園の項の次に次のように加える。

北海道立の高等学校
及び中等教育学校

　学校教育法施行規則（昭和22年
文部省令第11号）第140条に規定
する特別の教育課程による教育
（人事委員会の定めるものに限
る。）に直接従事することを本務
とする職員

１

　別表第１市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の項第１号中「第81条に定める」を
「第81条第２項及び第３項に規定する」に改め、同項第２号中「（昭和22年文部省令第11号）」
を削り、同表市町村立の特別支援学校の項を次のように改める。

市町村立の高等学校 　学校教育法施行規則第140条に
規定する特別の教育課程による教
育（人事委員会の定めるものに限
る。）に直接従事することを本務
とする職員

１

　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1362
　　　管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
　管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－267）の一部を次のように改正する。
　附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。
　
別表第１アの表本庁の項中「空港戦略推進監」を

「空港戦略推進監　に改め、同表総合振
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイヌ政策監　」

興局及び振興局の項中「耕地出張所次長」を
「耕地出張所次長　　　に改め、同表高等技術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耕地出張所工事次長」
専門学院の項中「又は３種」を削り、同表障害者職業能力開発校の項中
「

次長 ３種
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を削り、同表農業大学

校の項中
「

教務課長 ４種
総務課長
主任講師

５種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

課長 ４種
主任講師 ５種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別表第１イの表本庁の項中「新しい高校づくり推進室長」を削り、同表美術館の項に次の
ように加える。

学芸統括官 ５種

　別表第１オの表中
「

主幹 ４種
　　

を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

事務局長 １種
主幹 ４種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1363
　　　給与の支給に関する規則の一部を改正する規則
　給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－280）の一部を次のように改正する。
　第13条の２に次の１号を加える。
　⑸　寒冷地手当　当該手当の月額
　第22条の２第２項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。
　⑹　寒冷地手当　当該手当の月額
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扶　養　親　族
の　　氏　　名 続　柄 生　年　月　日

（加算開始時期）

届　出　提　出
（　受　理　）
年　　月　　日

届　出　事　実
の 発 生
年　　月　　日

届　出　の
事　　　由

支　　給　　の
始期・終期

（満22歳年度末）

　附則第５項から第16項までを削る。
　別記第１号様式及び別記第２号様式を次のように改める。
別記第１号様式（第９条関係）

扶　養　親　族　届
（　　　　年　　月　　日提出）

任命権者

様

勤務庁（勤務

学校）名
職

名

氏

名

 
㊞

道職員給与条例第10条
学校職員給与条例第10条　　の規定に基づき次のとおり届け出ます。　　　（証明書類　　通添付）
警察職員給与条例第12条

届出の理由〈該当する□にレ印を付けること〉
　□１　新たに職員となった
　□２　新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある
　□３　扶養親族としての要件を欠くに至った者がある（子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた者を除く）

扶養親族の氏名 続柄 生年月日
同居・別居の別

（別居の場合は住所）

所得の年額 届出事実の
発生年月日

届出の事由
所得の種類 金　額

記入上の注意
　１　「続柄」欄には、職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を併せて）記入する。
　２　「同居・別居の別」欄で、別居の場合の住所地は市区町村名まで記入する。
　３ 　「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得がある場合に、これらの種類

ごとにその年額（見込額）を記入する。
　４ 　「届出の事由」欄には、届出の理由の２又は３に該当する場合にその事由（例えば婚姻、離婚、出生、死亡、満60

歳以上等）をそれぞれ記入する。

参考 　〈上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいる場合、配偶者が道職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職
員給与条例の適用職員であって、別途扶養手当を受給している場合等、認定上参考になると思われる事項があれば記入す
る。〉

 （Ａ４（210㎜×297㎜）縦型）

別記第２号様式（第10条及び第10条の２関係）
扶　養　手　当　認　定　簿

氏名

　１　扶養手当の月額の認定（支給額の改定）

支 給 開 始（ 終 了 ）・
支 給 額 改 定 時 期

認定扶養
親　　 族
（子以外）

認定扶養
親　　 族
（子）

扶養手当

の 月 額

認定等の

事　　由

任 命 権 者 の
決 定（ 改 定 ） 欄 決　裁　欄

うち加算
措置対象 決　定　年　月　日

職名　氏名 印

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　　年　月分 から
まで

人 人 人 円 　　　年　月　日

㊞

　（表） （Ａ４（210㎜×297㎜）縦型）　
　２　扶養親族の状況

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧　　⎫
⎨　　⎬
⎩　　⎭

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
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　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞扶　養　親　族

の　　氏　　名 続　柄 生　年　月　日
（加算開始時期）

届　出　提　出
（　受　理　）
年　　月　　日

届　出　事　実
の 発 生
年　　月　　日

届　出　の
事　　　由

支　　給　　の
始期・終期

（満22歳年度末）

配偶者 年　月　日

　　　年　月　日 　　　年　月　日 　　　　年　　月分から

　　　年　月　日 　　　年　月　日 　　　　年　　月分まで

　　　年　月　日 　　　年　月　日 　　　　年　　月分から

　　　年　月　日 　　　年　月　日 　　　　年　　月分まで

年　月　日
（　　　年　月～）

年　月　日 年　月　日 年　　月分から

年　月　日 年　月　日 年　　月分まで
（　　）⑶　　　

年　月　日
（　　　年　月～）

年　月　日 年　月　日 年　　月分から

年　月　日 年　月　日 年　　月分まで
（　　）⑶　　　

年　月　日
（　　　年　月～）

年　月　日 年　月　日 年　　月分から

年　月　日 年　月　日 年　　月分まで
（　　）⑶　　　

年　月　日
（　　　年　月～）

年　月　日 年　月　日 年　　月分から

年　月　日 年　月　日 年　　月分まで
（　　）⑶　　　

年　月　日
（　　　年　月～）

年　月　日 年　月　日 年　　月分から

年　月　日 年　月　日 年　　月分まで
（　　）⑶　　　

　３　事後の確認

確 認 年 月 日
職名　　　　　　　　氏名 印

確 認 年 月 日
職名　　　　　　　　氏名 印

確 認 年 月 日
職名　　　　　　　　氏名 印

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

　　　　　年　　月　　日
 ㊞

＜記入上の注意＞
１　「生年月日（加算開始時期）」欄には、加算措置の対象となる者について、加算開始の時期を括弧内に記入する。
２　「届出提出（受理）年月日」欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異なる場合にあっては、届出受理日を括弧書きで付記する。
３　「支給の始期・終期（満22歳年度末）」欄の括弧内には、子・孫・弟妹が満22歳年度末により支給要件を喪失する時期を記入する。
４ 　子・孫・弟妹が満22歳年度末により支給要件を喪失した場合は、「届出提出（受理）年月日」欄及び「届出事実の発生年月日」欄の記入は要しな
い。なお、「届出の事由」欄には、「満22歳年度末」と記入する。

（裏）

　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則７－1364
　　　特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則
　特地勤務手当等に関する規則（北海道人事委員会規則７－357）の一部を次のように改正
する。
　第５条第３項を削り、同条第４項各号列記以外の部分中「第２項（前項各号の規定により
読み替えて適用する場合を含む。）」を「前項」に改め、同項第１号中「第２項中「受けて
いた」を「前項中「受けていた」に改め、「、前項各号の規定により読み替えて適用する第
２項中「並びに道職員給与条例第12条の３第１項及び警察職員給与条例第14条の３第１項に
規定する異動又は部局の移転の日」とあるのは「を道職員給与条例第12条の３第１項及び警
察職員給与条例第14条の３第１項に規定する異動又は部局の移転の日における北海道職員の
勤務時間、休暇等に関する条例（平成10年北海道条例第３号）第２条第２項又は第８条第１
項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第２条第１項に規定する勤務時間で除
して得た数で除して得た額並びに同日」と」を削り、同項第２号中「第２項中「給料」を「前
項中「給料」に改め、「、前項各号の規定により読み替えて適用する第２項中「並びに道職
員給与条例」とあるのは「に北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成10年北海道
条例第３号）第２条第２項又は第８条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同
条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに道職員給与条
例」と」を削り、同項第３号中「第２項中「受けていた」を「前項中「受けていた」に改め、
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「、前項各号の規定により読み替えて適用する第２項中「並びに道職員給与条例第12条の３
第１項及び警察職員給与条例第14条の３第１項に規定する異動又は部局の移転の日」とある
のは「を道職員給与条例第12条の３第１項及び警察職員給与条例第14条の３第１項に規定す
る異動又は部局の移転の日における北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成10年
北海道条例第３号）第２条第２項又は第８条第１項の規定により定められたその者の勤務時
間を同条例第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条例第２条
第２項又は第８条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第２条第１項に
規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」と」を削り、同項を同条第３
項とする。
　附則第７項を削る。
　別表イの表札幌の項中
「

蘭越町目名町
蘭越町港町

倶知安警察署目名駐在所
倶知安警察署港駐在所

１級地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

蘭越町港町 倶知安警察署港駐在所 １級地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に

改め、同表旭川の項中「利尻町沓形字日出町」を「利尻町沓形字泉町」に、「中川町字中川
市街」を「中川町字中川」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　地方独立行政法人法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則13－100
　　　地方独立行政法人法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則
　次に掲げる規則の規定中「第８条第３項」を「第８条第１項第５号」に改める。
⑴ 　北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則13－42）第７条第
２項第１号
⑵ 　北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則13－43）第７
条第２項第１号
⑶　通勤手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－284）第13条の２第５号
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則14－74
　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
　管理職員等の範囲を定める規則（北海道人事委員会規則14－１）の一部を次のように改正
する。
　別表知事部局の項本庁の事項中「空港戦略推進監」を「空港戦略推進監　アイヌ政策監」
に、「部室次長」を「部室次長　局室次長」に、「、行政改革大綱の策定及び推進又はＰＤ
ＣＡサイクルに基づく行財政運営基本システムを推進管理し、組織、定数若しくは予算の配
分に係る調整」を「又は行政改革大綱の策定及び推進」に、「政策局（研究法人室を除く。）
の参事（総合教育推進室長の下に置かれるものを除く。）の命を受け担任の事務を処理する
主査」を「政策局（研究法人室を除く。）の参事（総合教育推進室長の下に置かれるものを
除く。）の命を受け担任の事務を処理する主査　計画推進課のＰＤＣＡサイクルに基づく行
財政運営基本システムを推進管理し、組織、定数若しくは予算の配分に係る調整の事務を担
当する主査」に改め、同項総合振興局の事項中「担当部長」を「担当部長　部、室又は課に
属さない主幹」に改め、「庶務、人事服務又は勤務条件に係る事務を担当する」を削り、同
項振興局の事項中「担当部長」を「担当部長　部、室又は課に属さない主幹」に改め、同項
障害者職業能力開発校の事項中「次長」を削り、同表教育庁の項本庁の事項中「室長」を削
り、同項近代美術館の事項中「総務企画課長」を「総務企画課長　学芸統括官」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　北海道職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則23－３
　　　北海道職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則
　北海道職員の退職管理に関する規則（北海道人事委員会規則23－０）の一部を次のように
改正する。
　別表知事部局の項中「空港戦略推進監」を「空港戦略推進監　アイヌ政策監」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

道 人 事 委 員 会 告 示

平成30年３月30日（金曜日） 北　　海　　道　　公　　報 号外第１３号 5



北海道人事委員会告示第１号
　平成27年北海道人事委員会告示第11号（へき地学校及びその級別の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成30年４月１日から施行する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
　胆振総合振興局の項中
「

伊達市大滝区大成町 伊達市学校給食センター大滝区調
理場

２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

むかわ町穂別富内 富内小学校 ３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、日

高振興局の項中
「

日高町字正和 里平小学校 ３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、檜

山振興局の項中
「

厚沢部町鶉町 鶉中学校 １
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

、

「
厚沢部町館町 館中学校 １

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
及び

「
せたな町瀬棚区西大里 馬場川小学校 ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を削り、上

川総合振興局の項中「富良野市字南麓郷中」を「富良野市字南麓郷」に改め、
「

美瑛町字朗根内町内 明徳中学校 ２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、留

萌振興局の項中
「

留萌市春日町１丁目 北光中学校 １
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、宗

　　　　　　　　　「利尻富士町鬼脇字清川　　「利尻富士町鬼脇字鬼脇
谷総合振興局の項中　利尻富士町鬼脇字清川　を　利尻富士町鬼脇字鬼脇　に改め、オホー
　　　　　　　　　　利尻富士町鬼脇字清川」　　利尻富士町鬼脇字清川」
ツク総合振興局の項中
「

北見市留辺蘂町丸山
北見市留辺蘂町丸山

瑞穂小学校
瑞穂中学校

３
３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

清里町緑町 緑町小学校 ２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

、

「
小清水町字小清水 小清水高等学校 １

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
及び

「
湧別町芭露 芭露小学校 ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を削り、「湖

陵中学校」を「芭露学園」に、「湧別町南兵村三区」を「湧別町北兵村三区」に改め、
「

興部町字沙留 沙留中学校 １
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、十

勝総合振興局の項中
「

上士幌町字居辺東６線 萩ヶ岡小学校 ２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、釧

路総合振興局の項中「浜中町浜中東６線」を「浜中町浜中桜東」に改め、根室振興局の項中
「

羅臼町八木浜町 春松中学校 ２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、「羅

臼中学校」を「知床未来中学校」に改める。

北海道人事委員会告示第２号
　平成27年北海道人事委員会告示第12号（へき地学校に準ずる学校の指定）の一部を次のよ
うに改正し、平成30年４月１日から施行する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
　空知総合振興局の項中
「

岩見沢市北村赤川 岩見沢市立学校給食北村共同調理所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、留

萌振興局の項中「留萌千望高等学校」を「留萌高等学校」に改め、
「

留萌市東雲町１丁目 留萌高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削り、根

室振興局の項中
「

根室市栄町１丁目 根室市花咲学校給食共同調理場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削る。

北海道人事委員会告示第３号
　平成27年北海道人事委員会告示第13号（特別の地域に所在する学校の指定）の一部を次の
ように改正し、平成30年４月１日から施行する。
　　平成30年３月30日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
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　　　　　　　　　　　「月形町　　「月形町字赤川
　
空知総合振興局の項中

　月形町」
を
　月形町　　　」

に改め、上川総合振興局の項中

「
士別市中士別町７線東 中士別小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を削る。
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